
県教育委員会では、平成１３年度から小中学生を対象に、不

登校の解消に資するため、自然体験や宿泊体験等をとおして、

集団適応力・社会性等を育むことを目的としてふれあいキャン

プを行ってきました。昨年度から、日帰りの「ふれあい交流会」

も実施し、より多くの児童生徒が参加しやすい機会を設けまし

た。自然での体験活動など日常から離れた環境は、心身をリフ

レッシュさせ、対人関係能力や自立心を育成する場として期待

されています。今年度の「ふれあい交流会」では、空き缶炊飯

やスナック菓子を使ったスープやサラダ作り、イニシアティブゲ

ームなど子どもと大人が一緒になって楽しめる内容が満載で

す。ぜひ、対象の児童生徒への声かけ(周知)をお願いいたします。【８月末まで申込み可能です】

申込み、内容の詳細は、河内教育事務所ホームページから御覧ください。

日時：平成２５年９月８日（日）９：３０～１６：００

場所：宇都宮市冒険活動センター

本県が進める「とちぎの子どもたちへの教え」について、具体

的な事例を参考にして道徳的実践の指導の充実を図ることがで

きるよう、指導事例集を作成し、教職員に1冊ずつ配布いたしま

した。ぜひとも心の教育の充実にお役立てください。

１ 資料全体の構成

前半には、本県の推進する「教え育てる道徳教育」につい

ての理解を深められるように、概念図や説明、Ｑ&Ａを掲載し

ました。後半には、「とちぎの子どもたちへの教え」 の各指

導事項について、授業以外の場面も含め、具体的な指導事例

を示しました。

２ 資料の見方

具体的な事例のページ構成は、次のように統一されており、

見やすくなっています。
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「とちぎの子どもたちへの教え」指導事例集、御活用ください
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はじめの一歩 ～ふれあい交流会への参加をお待ちしております～

♪♪ 空き缶炊飯 ♪♪



～ このように活用できます！！ ～

☆ 事例に示した場面を生活や学習指導の中で意図的に設定したり、他の指導場面に応用したり

していくことで、「とちぎの子どもたちへの教え」の指導の機会が確保されると同時に、道徳教育

の指導内容のさらなる充実に役立ちます。

★ 道徳教育の全体計画や年間指導計画に加え、各教科等の年間指導計画を含む学校の諸計

画に位置付けて活用することで、指導内容の系統性が充実します。

☆ 「栃木県版 心のノート」や「子どもたちの規範意識を育てるためのルール・マナー教材集」

「学業指導の充実に向けて」「情報モラル育成資料集」等を関連付けることにより、一層効果的

な指導が展開できます。

★ 学校生活の様々な場面で行われている児童生徒への関わりを各ページの指導事例と照らし

合わせることによって道徳教育の視点から見直すことができ、学校教育活動全体を通じて行う

道徳教育をより充実したものにすることができます。

ここには、「とちぎの子どもたちへの教え」の各

指導事項と関連の深い内容項目が示してあり

ます。（解説ｐ.○○）←小･中学校それぞれの
「学習指導要領解説 道徳編」のページが示し

てあります。

場面１は、各教科の授業を中心とした事例で

す。

場面２は、日常の生活場面を中心とした事例と

なっています。

ここには、「とちぎの子どもたちへの教え」の各

指導事項を道徳の内容項目と関連させながら指

導する際のポイントが示してあります。

具体的な指導内容について、会話形式を多く
用いて示しています。

【指導上の留意点】

ここには、指導の際に留意していただきたい

ことが示してあります。

★印のついている項目は留意点の中で家庭

や地域社会との連携に関わる部分です。

場面２の最後に、「心のノート」との関連点

や、「ルール･マナー教材集」との関連、「情報

モラル育成資料集」との関連、「学業指導の充

実に向けて」との関連というように、本県の各

指導資料との関連が示してあります。

☆*:･°掲示しやすいようにA4サイズ片面印刷２枚に変更いたしました ★:*:･°

.本紙についてのご意見ご感想をお待ちしております E-Mail kawachi-kyouiku@pref.tochigi.lg.jp


